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(57)【要約】
【課題】　回路基板及びその製造方法に関し、接合界面
におけるＢｉ濃度を低減して接合信頼性を高める。
【解決手段】　電極を表面に備えた配線基板と、前記電
極に対向するバンプを表面に備えた電子部品とを有し、
前記電極と前記バンプとの間の領域に形成されたＳｎ及
びＢｉを含む接合層における第１の領域のＢｉ含有率を
、前記接合層における第２の領域のＢｉ含有率よりも低
くする。
【選択図】　　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
電極を表面に備えた配線基板と、
　前記電極に対向するバンプを表面に備えた電子部品と
を有し、
　前記電極と前記バンプとの間の領域にＳｎ及びＢｉを含む接合層が形成され、前記接合
層における第１の領域のＢｉ含有率が、前記接合層における第２の領域のＢｉ含有率より
も低い回路基板。
【請求項２】
前記第１の領域は、前記バンプと前記電極によって挟まれた領域である請求項１記載の回
路基板。
【請求項３】
前記電極及び前記バンプは、前記Ｓｎの融点よりも高い融点を有する金属である請求項１
または２に記載の回路基板。
【請求項４】
配線基板の表面に設けた電極上にＳｎを含む第１の層とＢｉを含む第２の層を形成する工
程と、
　電子部品の表面に設けた前記電極に対向するバンプ上にＳｎ含有金属層を形成する工程
と、
　前記バンプを加熱する工程と、
　前記加熱の後に或いは前記加熱しながら、前記バンプを前記電極に押し付けて、前記電
極と前記バンプを接合する工程と
を有する回路基板の製造方法。
【請求項５】
前記Ｓｎ含有金属層の形状が半球状である請求項４記載の回路基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は回路基板及びその製造方法に関するものであり、例えば、半導体装置等の電子
部品をＳｎとＢｉを主要成分とする鉛フリーハンダを用いて実装回路基板等へ実装する際
における接合強度を向上するための構成に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話、デジカメなどの電子機器における高速処理化の要求が高まっている。
このような要請に応えるため、半導体集積回路装置として、寄生容量を低減させ高速伝送
を可能にするために層間絶縁膜としてＬｏｗ－ｋ（低誘電率）材を用いたＬｏｗ－ｋデバ
イスが用いられる。このＬｏｗ－ｋ材は機械的に脆弱なため、低温で接続して熱歪みによ
る接続ストレスを低減させることが求められている。
【０００３】
　一方、小型・高密度化の要求も高く、このため半導体集積回路装置と回路基板との接続
において接続端子の微細ピッチ化が要求される。現在、微細接続には金ワイヤ電極、金ま
たは銅メッキ電極を用いた固相接続が用いられているが２２０℃以上の高い接合温度と高
い接合荷重が必要である。
【０００４】
　このような中で、ＳｎとＢｉの共晶反応を利用して低温・低荷重で接続させる方法が提
案されている（例えば、特許文献１参照）。この場合、回路基板に設けたＣｕ等の表面金
属層上に、表面金属層と液相拡散するＳｎ等の第一の接合用金属層と、液相拡散温度を下
げるＢｉ等の第２の接合用金属とを形成し、ＳｎとＢｉの共晶反応を利用して１３９℃の
低温で溶融し、半導体集積回路装置と回路基板とを低温・低荷重で接合する。
【０００５】
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　ここで、図７及び図８を参照して従来の半導体集積回路装置の実装工程を説明する。
　まず、図７（ａ）に示すように、回路基板４０の表面に設けたＣｕ表面電極４１の表面
にＣｕと液相拡散するＳｎ層４２と、液相拡散温度を下げるＢｉ層４３を順次堆積する。
一方、Ｃｕバンプ５４を設けた半導体集積回路装置５０を、ボンディングツールを例えば
、１５０℃に加熱した状態でＣｕバンプ５４とＣｕ表面電極４１とが当接するように押圧
する。なお、図における符号５１，５２は電極層であり、５３はパッシベーション膜であ
る。
【０００６】
　この時、図７（ｂ）に示すように、Ｂｉ層４３とＳｎ層４２は、１５０℃に加熱された
Ｃｕバンプ５４と当接することによって溶融してＳｎＢｉ共晶４４を形成し、室温まで降
温することによって接合が形成される。
【０００７】
　次いで、図８（ｃ）に示すように、接合形成後に、リフローやアンダーフィル硬化のた
めのアニール等で１５０℃を超える、例えば、１８０℃程度の熱が加わると、Ｃｕバンプ
５４或いはＣｕ表面電極４１とＳｎＢｉ共晶４４中のＳｎが反応してＣｕＳｎ金属間化合
物４５を形成する。これは、ＢｉはＳｎと比較してＣｕとの反応性が低いため、ＳｎがＣ
ｕ中に液相拡散していくためである。
【０００８】
　ついで、図８（ｄ）に示すように、室温まで降温して固化させると、接合界面において
は、ＣｕＳｎ金属間化合物４５の間にＢｉ単体４６が残存した状態となる。
【特許文献１】特開２００１－２７４２０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上述のように、ＳｎとＢｉの共晶反応を利用した接合方法においては、溶融接合後にリ
フローやアニールなどで熱が加わると接合界面にＢｉ単体が取り残される。このＢｉ単体
は非常に脆いため、このＢｉ単体を起点にクラックが生じやすくなり接合信頼性を大幅に
低下させるという問題があった．
【００１０】
　したがって、本発明は、接合界面におけるＢｉ濃度を低減して接合信頼性を高めること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一観点からは、電極を表面に備えた配線基板と、前記電極に対向するバンプを
表面に備えた電子部品とを有し、前記電極と前記バンプとの間の領域にＳｎ及びＢｉを含
む接合層が形成され、前記接合層における第１の領域のＢｉ含有率が、前記接合層におけ
る第２の領域のＢｉ含有率よりも低い回路基板が提供される。
【００１２】
　また、本発明の別の観点からは、配線基板の表面に設けた電極上にＳｎを含む第１の層
とＢｉを含む第２の層を形成する工程と、電子部品の表面に設けた前記電極に対向するバ
ンプ上にＳｎ含有金属層を形成する工程と、前記バンプを加熱する工程と、前記加熱の後
に或いは前記加熱しながら、前記バンプを前記電極に押し付けて、前記電極と前記バンプ
を接合する工程とを有する回路基板の製造方法が提供される。
【発明の効果】
【００１３】
　開示の回路基板によれば、ＳｎＢｉ共晶におけるＢｉを周辺部に押し出して、接合界面
におけるＢｉ濃度を低減しているので、Ｂｉの欠点である脆性による影響を排除した確実
な電気的接点を形成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
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　ここで、図１を参照して、本発明の実施の形態を説明する。図１は、本発明の実施の形
態のフローチャートであり、まず、
Ａ．コンタクト前の工程として、回路基板の表面に設けたＣｕまたはＡｇ、或いは、これ
らを主成分とする合金からなる表面電極の上に、ＣｕやＡｇに対して液相拡散しやすいＳ
ｎ層及び液相温度を下げるためのＢｉ層を電解めっき法或いは無電解めっき法によって順
次堆積させる。この時、Ｓｎ層及びＢｉ層は重量比で１：１になるように膜厚を制御する
。なお、Ｓｎ層とＢｉ層の積層順序は反対でも良く、或いは、ＳｎとＢｉとの重量比が１
：１のＳｎＢｉ合金ペーストを印刷法によって形成しても良い。
【００１５】
　一方、半導体集積回路装置に設けたＣｕ、Ａｕ等からなるバンプの表面にＳｎ層を電解
めっき法、無電解めっき法、或いは、マスクスパッタ法等により形成する。なお、電解め
っき法でＳｎ層を形成する場合には、メッキシード層とレジストフレームを用いて電解め
っきを行い、Ｓｎ層を形成したのち、メッキシード層とレジストフレームを除去する。
【００１６】
　次いで、蟻酸雰囲気中で加熱してリフローを行うことによって、Ｓｎ層を溶融して半球
状Ｓｎ層に成形する。この場合、蟻酸は還元性が強いので、熱処理によりＳｎが酸化され
ることはない。なお、このようなリフロー工程は、フラックスを用いてＮ2 雰囲気下で行
っても良いし、或いは、真空下でリフローしても良い。
【００１７】
　次いで、
Ｂ．フリップチップ接合の第１段階として、回路基板を搭載するステージの温度をＳｎと
Ｂｉとの共晶形成温度より低い温度まで昇温した状態で、ボンディングツールに保持した
半導体集積回路装置を、パッドと表面電極が当接するように押圧した状態で、ボンディン
グツールをＳｎとＢｉとの共晶形成温度より高温に昇温する。なお、半球状Ｓｎ層のＳｎ
の酸化膜除去のためにフラックスを予め塗布しておくか、またはフラックス機能を有する
アンダーフィルと同時に接合する。或いは、接合前にＡｒプラズマ、水素プラズマによっ
て酸化膜を除去しておくことも可能である。
【００１８】
　この時、Ｂｉ層とＳｎ層は、当接した半球状Ｓｎ層がＳｎとＢｉとの共晶形成温度より
高温に昇温することにより溶融してＳｎＢｉ共晶を形成する。この溶融したＳｎＢｉ共晶
は、固相（Ｓｎの融点：２３２℃）のままである半球状Ｓｎ層が押し付けられることによ
って、周囲に押し出される。
【００１９】
　次いで、
Ｃ．フリップチップ接合の第２段階として、半球状Ｓｎ層の最表層は溶融したＳｎＢｉ共
晶へ溶け出すため、この部分で金属接合が生じ、半導体集積回路装置と回路基板の電極同
士が電気的に接続されることになる。
【００２０】
　次いで、
Ｄ．フリップチップ接合の第３段階として、加圧した状態でボンディングツールをＳｎと
Ｂｉとの共晶形成温度より低い温度まで降温して溶融したＳｎＢｉ共晶を固化して固相Ｓ
ｎＢｉ共晶とする。この時、接合界面にＢｉ単体が一部取り残されるが、従来に比べて非
常に低濃度になる。
【００２１】
　次いで、
Ｅ．ポストアニール工程として、例えば、アンダーフィル樹脂を硬化するため熱処理を行
う。この時の熱処理温度は、接合工程における温度より高温であるので、固相ＳｎＢｉ共
晶が再び溶融し、ＳｎがＣｕへ液相拡散して高融点金属のＣｕＳｎ金属間化合物層を形成
する。
【００２２】
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　また、溶融したＳｎＢｉ共晶中のＳｎが拡散してＣｕと反応することにより、溶融した
ＳｎＢｉ共晶中のＢｉ濃度が高まり、最後には、Ｂｉ比率の非常に高いＢｉ層がＣｕＳｎ
金属間化合物層の表面を覆うことになる。
【００２３】
　なお、工程Ｅのポストアニール工程において、ＣｕＳｎ金属間化合物層を形成するアニ
ール工程を兼ねて行っているが、ポストアニール工程の前に、上記の工程Ｃのフリップチ
ップ接合の第２段階の直後に行うようにしても良い。
【００２４】
　このように、本発明の実施の形態においては、ＳｎＢｉ共晶を利用して接合する際に、
半導体集積回路装置側のバンプの表面に半球状Ｓｎ層を設けているので、接合界面近傍の
Ｂｉ濃度が低減し、さらに、ポストアニールで高融点金属のＣｕＳｎ金属間化合物層を形
成しているので、熱的に安定な接合を形成することができる。
【実施例１】
【００２５】
　以上を前提として、次に、図２乃至図６を参照して、本発明の実施例１のフリップチッ
プ接合工程を説明する。まず、図２（ａ）に示すように、回路基板（図示は省略）の表面
に設けた例えば、Ｃｕからなる表面電極１２の上に、Ｓｎ層１３及びＢｉ層１４を電解め
っき法によって順次堆積させる。この時、Ｓｎ層１３及びＢｉ層１４は重量比で１：１に
なるように膜厚を各１μｍにする。
【００２６】
　一方、図２（ｂ）に示すように、半導体集積回路装置（図示は省略）に電解めっき法を
用いて、厚さが、例えば、１２μｍのＣｕからなるバンプ２４及び厚さが、例えば、３μ
ｍのＳｎ層２５を順次形成する。この場合、メッキシード層とレジストフレーム（いずれ
も図示を省略）を用いて電解めっきを行い、バンプ２４及びＳｎ層２５を形成したのち、
メッキシード層とレジストフレームを除去する。
【００２７】
　次いで、図２（ｃ）に示すように、ウェハ用フラックスレスリフロー装置（アユミ工業
社製）を用いて、蟻酸雰囲気中で、例えば、２４５℃に加熱してリフローを行うことによ
って、Ｓｎ層２５を溶融して半球状Ｓｎ層２６に成形する。
【００２８】
　次いで、これらの半導体集積回路装置と回路基板とをフリップチップボンダーによって
位置合わせし、フリップチップ接合を行う。まず、図２（ｄ）に示すように、回路基板を
搭載するステージの温度をＳｎとＢｉとの共晶形成温度より低い１３５℃まで昇温した状
態で、パッド２４と表面電極１２が当接するように押圧しながら、半導体集積回路装置を
吸着したボンディングツールの温度を５０℃からＳｎとＢｉとの共晶形成温度より高い１
５０℃まで、例えば、１秒で昇温する。この時の押圧力は、１００～２００Ｐａであり、
１バンプ当たりにすると、例えば、５ｇｆの力を加える。
【００２９】
　次いで、図２（ｅ）に示すように、Ｂｉ層１３とＳｎ層１４は、ＳｎとＢｉとの共晶形
成温度より高い１５０℃に加熱された半球状Ｓｎ２６が当接することにより溶融してＳｎ
Ｂｉ共晶１５を形成する。この溶融したＳｎＢｉ共晶１５は、固相（Ｓｎの融点：２３２
℃）のままである半球状Ｓｎ層２６が押し付けられることによって、徐々に周囲に押し出
される。
【００３０】
　この時、図３（ｆ）に示すように、半球状Ｓｎ層２６の最表層は溶融したＳｎＢｉ共晶
１５へ溶け出すため、この部分で金属接合が生じ、半導体集積回路装置と回路基板の電極
同士が電気的に接続されることになる。表面の溶出により半球状半田２６はＳｎ層２７と
なる。
【００３１】
　次いで、例えば、１５０℃に昇温してから９秒経過したのち、図３（ｇ）に示すように
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、加圧した状態でボンディングツールをＳｎとＢｉとの共晶形成温度より低い温度まで降
温して溶融したＳｎＢｉ共晶１５を固化して固相ＳｎＢｉ共晶１６とする。この時、接合
界面にＢｉ単体１７が一部取り残されるが、従来に比べて非常に低濃度になる。次いで、
ボンディングツールの温度が例えば、５秒間で１００℃まで降温した時に、押圧を解除し
て、以降は室温まで自然冷却する。
【００３２】
　次いで、図３（ｈ）に示すように、ポストアニール工程として、例えば、アンダーフィ
ル樹脂を硬化するため熱処理を行う。この時の熱処理温度は、接合工程における温度より
高温、例えば、１６５℃で１．５時間の熱処理工程であるので、固相ＳｎＢｉ共晶１６が
再び溶融するとともに、Ｓｎ層２７からＳｎがＣｕへ液相拡散して高融点金属のＣｕＳｎ
金属間化合物層１８を形成する。また、溶融したＳｎＢｉ共晶中のＳｎが拡散してＣｕと
反応することにより、溶融したＳｎＢｉ共晶中のＢｉ濃度が高まり、最後には、Ｂｉ比率
の非常に高いＢｉ層１９がＣｕ6 Ｓｎ5 からなるＣｕＳｎ金属間化合物層１８の表面を覆
うことになる。
【００３３】
　図４は、本発明の実施例１の半導体実装装置の概念的構成図であり、上述の方法で形成
された接合部を有するとともに、半導体集積回路装置２０と回路基板１０との間にアンダ
ーフィル樹脂２８が充填されるとともに、エポキシ樹脂２９でモールドされた半導体実装
装置が得られる。なお、図における符号２１，２２，２３，１１，３０，３１は、それぞ
れ半導体基体、電極、パッシベーション膜、ベース層、ソルダーレジスト及び半田ボール
を表す。
【００３４】
　図５は、上記の本発明の実施例１のフリップチップ接合工程における各条件を纏めた図
であり、また、図６は、本発明の実施例１のフリップチップ接合工程における各条件をグ
ラフ化したプロファイルである。
【００３５】
　以上、本発明の実施の形態及び実施例を説明してきたが、上記の実施の形態及び実施例
に示した構成は一例であり、各種の変更が可能である。例えば、上記の実施例１において
は、実装する側を回路基板としているが、回路基板に限られるものではなく、所定の配線
を形成したパッケージ基板でも良い。
【００３６】
　また、上記の実施例１においては、実装される部品を半導体集積回路装置としているが
、半導体集積回路装置に限られるものではなく、例えば、強誘電体を用いた光偏向装置等
の光デバイスの実装にも用いられるものである。
【００３７】
　ここで、実施例１を含む本発明の実施の形態に関して、以下の付記を開示する。
（付記１）　電極を表面に備えた配線基板と、
　前記電極に対向するバンプを表面に備えた電子部品と
を有し、
前記電極と前記バンプとの間の領域にＳｎ及びＢｉを含む接合層が形成され、前記接合層
における第１の領域のＢｉ含有率が、前記接合層における第２の領域のＢｉ含有率よりも
低い回路基板。
（付記２）　前記第１の領域は、前記バンプと前記電極によって挟まれた領域である付記
１記載の回路基板。
（付記３）　前記電極及び前記バンプは、前記Ｓｎの融点よりも高い融点を有する金属で
ある付記１または２に記載の回路基板。
（付記４）　配線基板の表面に設けた電極上にＳｎを含む第１の層とＢｉを含む第２の層
を形成する工程と、
電子部品の表面に設けた前記電極に対向するバンプ上にＳｎ含有金属層を形成する工程と
、
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前記バンプを加熱する工程と、
前記加熱の後に或いは前記加熱しながら、前記バンプを前記電極に押し付けて、前記電極
と前記バンプを接合する工程と
を有する回路基板の製造方法。
（付記５）　前記Ｓｎを含む第１の層と前記Ｂｉを含む第２の層の重量比が１：１である
付記４記載の回路基板の製造方法。
（付記６）　前記加熱する温度は、ＳｎとＢｉの共晶温度以上且つ前記Ｓｎ含有金属層の
融点未満の温度である付記４または５に記載の回路基板の製造方法。
（付記７）　前記Ｓｎ含有金属層の形状が半球状である付記４乃至６のいずれか１に記載
の記載の回路基板の製造方法。
（付記８）　前記加熱の前に、前記第１の層及び前記第２の層を前記Ｓｎと前記Ｂｉの共
晶温度より低い温度で予備加熱する工程をさらに有する付記４乃至７のいずれか１に記載
の回路基板の製造方法。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の実施の形態のフローチャートである。
【図２】本発明の実施例１のフリップチップ接合工程の途中までの説明図である。
【図３】本発明の実施例１のフリップチップ接合工程の図２以降の説明図である。
【図４】本発明の実施例１の半導体実装装置の概念的構成図である。
【図５】本発明の実施例１のフリップチップ接合工程における各条件を纏めた図である。
【図６】本発明の実施例１のフリップチップ接合工程における各条件のプロファイルであ
る。
【図７】従来の半導体集積回路装置の実装工程の途中までの説明図である。
【図８】従来の半導体集積回路装置の実装工程の図７以降の説明図である。
【符号の説明】
【００３９】
１０　回路基板
１１　ベース層
１２　表面電極
１３　Ｓｎ層
１４　Ｂｉ層
１５　ＳｎＢｉ共晶
１６　固相ＳｎＢｉ共晶
１７　Ｂｉ単体
１８　ＣｕＳｎ金属間化合物層
１９　Ｂｉ層
２０　半導体集積回路装置
２１　半導体基体
２２　電極
２３　パッシベーション膜
２４　バンプ
２５　Ｓｎ層
２６　半球状Ｓｎ層
２７　Ｓｎ層
２８　アンダーフィル樹脂
２９　エポキシ樹脂
３０　ソルダーレジスト
３１　半田ボール
４０　回路基板
４１　Ｃｕ表面電極
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４２　Ｓｎ層
４３　Ｂｉ層
４４　ＳｎＢｉ共晶
４５　ＣｕＳｎ金属間化合物
４６　Ｂｉ単体
５０　半導体集積回路装置
５１，５２　電極層
５３　パッシベーション膜
５４　Ｃｕバンプ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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